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議 事 録 

 

日 時：令和３年４月２８日（水） 午後２時 

場 所：呉市役所 ７階 ７５５～７５８号室 

 

付議事項 

議案第 21 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 22 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 23 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 24 号 非農地証明申請について 

 

報告事項 

 第 １ 号  農地法第４条の規定による届出の受理について 

第 ２ 号  農地法第５条の規定による届出の受理について 

 

その他 

 

出席委員 

１番 柏木 健二   ２番 田中 慎二   ３番 谷  新子   ４番 宮𦚰 和幸 

５番 横段  登   ６番 髙本 光之   ７番 立花 達也   ８番 水場 光輝 

   ９番 今井  満  １０番 亀山 博司  １１番 秋光 貴志  １２番 大道 正孝  

１３番 長迫  秀  １４番 新田 隆次  １６番 椋開地 省二 １７番 本末  滿  

１８番 石田 尚則  １９番 北村 正次 

 

事務局 

高橋事務局長  川本事務局次長  出木田課長補佐  庭月野主査  小池主任  山崎主事 
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（午後２時） 

 

議長（北村）：出席者が過半数に達していますので，ただ今から令和３年第４回呉市農業委員会総会を

開会します。本日の議事録署名者に，２番 田中委員，３番 谷委員を指名します。 

              皆さんにお願いがあります。総会の資料には個人情報が含まれていますので，取扱いに

ご留意ください。また，議事進行の妨げとなりますので，携帯電話，スマートフォンは電

源を切るか，マナーモードに切り替えてください。 

 

議    長：事務局から配付資料の確認をお願いします。 

事  務  局：配付資料の確認をさせていただきます。今回の事前配布として，議案書，資料１「令和

３年度呉市農業委員会年間スケジュール」を送付しています。また，本日配布した資料

は，「令和３年度の現地調査予定表の差替え分（上半期・下半期）」，「研修用現地写真

の収集への協力依頼」，「全国農業図書の目録」，「ＪＡくれだより７６号」，「ＪＡ広

島ゆたか広報１６３号」，意見交換会の資料として，「農林水産課の事業計画書」，「緑

の募金のパンフレット・花の種・緑の羽根」，「農林土木課の事業計画書」です。ありま

すでしょうか。 

議    場：はい。 

議    長：それでは付議事項に入ります。議案第２１号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題とします。１番，２番は，譲受人が同一ですので，一括して事務局の説明を

お願いします。 

事 務 局：１番の申請地は，広小坪１丁目○○○○○番○ほか１筆，地目は畑，面積は合計３４９

㎡の第３種農地です。申請の事由につきましては，譲渡人は，譲受人の要望に応えるため

譲受人に贈与するもので，譲受人は，新規就農し，野菜を作付けするものです。営農計画

につきましては，ネギ，ジャガイモ，玉ねぎを作付けする予定です。２番の申請地は，広

小坪１丁目○○○○○番，地目は畑，面積は７２０㎡の第２種農地です。申請の事由につ

きましては，譲渡人は，譲受人の要望に応えるため譲受人に使用貸借するもので，譲受人

は，新規就農し，果樹を作付けするものです。営農計画につきましては，甘夏，スモモを

作付けする予定です。経営面積につきましては，１番の申請地と２番の申請地を合わせて

１，０６９㎡となり，下限面積１０アールを満たしております。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

新 田 委 員：１４番 新田です。申請地は，きれいに整備されており，すぐに耕作できる状態でし

た。譲受人の妻が，立ち会われましたが，非常に元気でやる気もあって，問題ないと思い
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ます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，１番と２番は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，１番と２番は，許可と決定します。 

 

議    長：３番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：３番の申請地は，焼山北３丁目○○○番○，地目は田，面積は２５７㎡の第２種農地で

す。申請の事由につきましては，譲渡人は，市外に居住しており，耕作困難なため，当該

申請地の隣接地の所有者である譲受人に譲渡するもので，譲受人は経営規模を拡大し，野

菜を作付けするものです。営農計画につきましては，キャベツ，タマネギを作付けする予

定です。経営面積につきましては，現在２１アール耕作しており，下限面積１０アールを

満たしております。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

柏 木 委 員：１番 柏木です。譲受人と譲渡人は親族で，申請地は，耕作できる状態ですので，問題

ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：４番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：４番の申請地は，安浦町大字三津口字古城○○○○番○ほか３筆，地目は田，面積は合

計で２，８３５㎡の第２種農地です。申請の事由につきましては，譲渡人は高齢で，労力

不足により耕作困難なため売却するもので，譲受人は申請地を購入し，新規就農するもの

です。営農計画は，水稲及びいちじくを作付けするものです。経営面積は，申請地だけで

２８アールありますので，下限面積１０アールを満たしています。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

椋開地委員：１６番 椋開地です。譲受人は，譲渡人の指導により耕作するということで，問題ない

と思います。ご審議のほどよろしくお願いします 
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議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

髙 本 委 員：申請地は，隣接していますか。農機具は，譲渡人に借りるのですか。 

椋開地委員：すべて隣接しています。農機具は，購入する見込みときいています。 

議    長：ほかに，ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：５番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：５番の申請地は，安浦町大字三津口字亀戸○○○○番○，地目は畑，面積は３２３㎡の

第２種農地です。申請の事由につきましては，譲渡人は３名とも遠方により耕作困難なた

め，無償贈与の上，所有権移転するもので，譲受人は，自宅に近い申請地を譲り受け，経

営規模を拡大するものです。営農計画は，野菜及びみかんを作付けするものです。経営面

積は，自作地だけで４４アールありますので，下限面積１０アールを満たしています。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

椋開地委員：１６番 椋開地です。以前から，農地の管理は譲受人がしており，果樹や野菜が植えら

れており，問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：６番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：６番の申請地は，豊浜町大字豊島字立野○○○○○番○ほか１筆，登記地目は山林です

が，現況は樹園地，面積は合計で３，３１３㎡の第２種農地です。申請の事由につきまし

ては，申請人は，法人経営し，雇用の確保により，レモン作付けの農園を充実させるため

法人化するものです。営農計画は，レモンを作付けするものです。経営面積は，申請地

が，３３アールありますので，下限面積１０アールを満たしています。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

秋 光 委 員：１１番 秋光です。申請地は，レモンが作付けされており，問題ないと思います。ご審
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議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

本 末 委 員：代表者が自分の会社に貸し付ける場合でも許可が必要ですか。 

事 務 局：別人格ですので，必要です。 

議    長：ほかに，ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：次に，議案第２２号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とします。

１番について事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：１番の申請地は，倉橋町字池之内○○○○○番○ほか１筆，地目は畑，面積は合計で７

７８㎡の第２種農地です。転用の目的は，庭敷，イベント広場及び一般住宅として利用す

るものです。規模等は，隣接地の庭敷，イベント広場及び住宅１棟を整備する計画です。

しかしながら，既に庭敷，イベント広場及び一般住宅として利用されているため，農地法

に基づく手続が事後になった旨の始末書添付の申請となっております。関係法令について

は，都市計画法による開発許可及び宅地造成等規制法による許可は不要であり，農振農用

地区域には指定されておりません。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

髙 本 委 員：６番 髙本です。現地には能の舞台があります。申請地は，芝生，住宅になっており，

やむを得ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：次に，議案第２３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。

１番，２番は，譲受人及び転用内容が同一ですので，一括して事務局の説明をお願いしま

す。 

事 務 局：１番の申請地は，川尻町久俊１丁目○○○○番○，地目は田，面積は８１７㎡，２番の
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申請地は，川尻町久俊１丁目○○○○番ほか１筆，地目は畑，面積は４１２㎡のいずれも

第２種農地です。転用の目的は，資材置場用地として所有権を移転するものです。規模等

につきましては，譲受人は東広島市で不動産業を営んでおり，呉市内での事業を効率的に

行うための資材置場として，鋼材：３８㎡，木材：２４㎡，土：１１㎥及び進入路を整備

する予定です。関係法令については，都市計画法による開発許可及び宅地造成等規制法に

よる許可は不要です。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

椋開地委員：１６番 椋開地です。申請地の周囲は民家で，問題ないと思います。ご審議のほどよろ

しくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，１番と２番は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，１番と２番は，許可と決定します。 

 

議    長：３番について事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：３番の申請地は，蒲刈町宮盛字上り田○○○○番○ほか１筆，地目は畑，面積は合計で

１０４㎡の第２種農地です。転用の目的は，隣接宅地の進入路及び庭敷として利用するた

め，所有権を移転するものです。しかしながら，既に隣接宅地の進入路及び庭敷して利用

されているため，農地法に基づく手続が事後になった旨の始末書添付の申請となっており

ます。関係法令については，都市計画法による開発許可及び宅地造成等規制法による許可

は不要で，農振農用地区域には，指定されておりません。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

秋 光 委 員：１１番 秋光です。申請地は，既に住宅の進入路及び庭として利用されており，やむを

得ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，許可と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，許可と決定します。 

 

議    長：次の，議案第２４号の１番につきましては，１８番 石田委員が当事者となりますの
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で，議事参与の制限を定めた「農業委員会等に関する法律」第３１条の規定により，石田

委員の退席をお願いします。 

 

１８番 石田委員退席 

 

議    長：次に，議案第２４号「非農地証明申請について」を議題とします。１番について，事務

局の説明をお願いします。 

事 務 局：１番の申請地は，焼山北３丁目○○○ほか１筆，地目は畑，面積は合計で７８４㎡の第

２種農地です。申請の事由につきましては，平成１０年頃，耕作放棄によりかい廃したと

して，現認書添付の上，山林として証明を受けようとするものです。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

柏 木 委 員：１番 柏木です。申請地は，現状は山林になっており，問題ないと思います。ご審議の

ほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，証明と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，証明と決定します。 

 

１８番 石田委員着席 

 

議    長：２番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：２番の申請地は，倉橋町字経ヶ滝○○○○○番ほか１筆，地目は田，面積は合計で４，

９６１㎡の第２種農地です。申請の事由につきましては，昭和４７年頃，耕作を放棄した

ため，かい廃したとして，現認書を添付の上，山林として証明を受けようとするもので

す。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

髙 本 委 員：６番 髙本です。申請地は，行くこともできないくらい山林化しており，やむを得ない

と思います。ご審議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，証明と決定してご異議ありませんか。 
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議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，証明と決定します。 

 

議    長：３番について，事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：３番の申請地は，蒲刈町向字細尾○○○番，地目は畑，現況は山林，面積は１９１㎡の

第２種農地です。申請の事由につきましては，平成５年頃，耕作を放棄したためかい廃し

たとして，現認書を添付の上，山林として証明を受けようとするものです。 

議    長：調査委員の方から，補足説明をお願いします。 

宮 𦚰 委 員：４番 宮𦚰です。申請地は，確認することも難しいくらい山林化しており，やむを得な

いと思います。ご審議のほどよろしくお願いします 

議    長：それではご審議願います。ご質疑，ご意見ありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：ないようですので，本件は，証明と決定してご異議ありませんか。 

議    場：異議なし。 

議    長：それでは，本件は，証明と決定します。 

 

議    長：報告事項について，事務局の説明をお願いします。 

事  務  局：議案書の６ページから９ページをご覧ください。市街化区域内の農地について，この１

か月間に「農地転用届出に関する専決処理規程」により受理したものです。６ページから

７ページの農地法第４条の規定による届出が５件，８ページから９ページの農地法第５条

の規定による届出が６件，合計１１件の届出があり，これを受理しましたので，ご報告い

たします。 

 

議    長：その他に入ります。事務局の説明をお願いします。 

事 務 局：令和２年度呉市農業委員会年間スケジュール（資料１）について説明を行う。 

議    長：今までを通して，ご意見，ご質問はありませんか。 

議    場：なし。 

議    長：それでは，次回の日程を申し上げます。 

次回，令和３年第５回総会は，５月３１日 月曜日 午後２時 から 

場所は，呉市役所 ７階 ７５５から７５８号室です。 

 

議    長：以上で令和３年第４回呉市農業委員会総会を閉会します。 
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       この後，１０分間の休憩を挟んで，「農林水産課，農林土木課の新年度予算説明及び意

見交換会」を実施したいと思います。 

本日のご審議，ありがとうございました。 

 

（午後２時５０分） 


